
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

食

品

衛

生

責

任

者

の

養

成

講

習

会

の

認

定

生

活

衛

生

課

【

公

告

】

○

ポ

リ

塩

化

ビ

フ

ェ

ニ

ル

廃

棄

物

等

の

保

管

及

び

循

環

型

社

会

推

進

課

処

分

の

状

況

等

の

公

表

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

災

害

廃

棄

物

対

策

室

○

〃

〃

○

河

川

整

備

計

画

の

変

更

河

川

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

選

挙

管

理

委

員

会

設

の

指

定

の

取

消

し

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成３１年２月２６日 第１２０７１号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
七
号

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
の
第
三
の
二
に
規
定

す
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
養
成
講
習
会
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

認
定
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日

二

主
催
者
の
名
称
等

１

主
催
者
の
名
称

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
食
品
衛
生
協
会

２

主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

３

受
講
の
申
込
の
受
付
日
及
び
受
付
場
所

講
習
会
の
当
日
に
会
場
で
受
け
付
け
る
。

三

講
習
年
月
日
及
び
開
催
場
所

講

習

年

月

日

開

催

場

所

平
成
三
十
一
年
四
月
十
九
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日
（
水
）

津
山
市

平
成
三
十
一
年
五
月
十
五
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
五
月
二
十
三
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
三
十
一
年
六
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
七
月
十
七
日
（
水
）

岡
山
市

平成３１年２月２６日　岡山県公報　第１２０７１号



平
成
三
十
一
年
七
月
十
九
日
（
金
）

倉
敷
市

平
成
三
十
一
年
八
月
二
十
一
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
八
月
二
十
九
日
（
木
）

津
山
市

平
成
三
十
一
年
九
月
十
一
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
一
年
九
月
二
十
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
十
月
三
日
（
木
）

高
梁
市

平
成
三
十
一
年
十
月
十
六
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
十
一
月
十
四
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
三
十
一
年
十
一
月
二
十
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
一
年
十
二
月
四
日
（
水
）

津
山
市

平
成
三
十
一
年
十
二
月
二
十
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
三
十
二
年
一
月
九
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
三
十
二
年
一
月
十
五
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
二
年
二
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
二
年
二
月
二
十
六
日
（
水
）

笠
岡
市

平成３１年２月２６日　岡山県公報　第１２０７１号



平
成
三
十
二
年
三
月
四
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
二
年
三
月
十
一
日
（
水
）

岡
山
市

四

講
習
内
容
及
び
時
間
数

１

公
衆
衛
生
学

一
時
間

２

衛
生
法
規

二
時
間

３

食
品
衛
生
学

三
時
間

五

受
講
料

八
千
円

平成３１年２月２６日　岡山県公報　第１２０７１号



〔
七
九
〕
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三

年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
十
五
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む

）
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
等
の
保
管
及
び
処
分
の
状
況

。

等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

公
表
す
る
書
類

平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
等
の
保
管
及
び
処
分
状
況
等
届
出
書

及
び
そ
の
添
付
書
類

二

公
表
の
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

三

公
表
の
場
所

各
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
（
当
該
県
民
局
の
関
係
分
に
限
る

）
。
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〔
八
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
災
害
に
よ
る
解
体
廃
棄
物
等
の
一
次
仮
置
場
（
フ
ラ
ワ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
）

に
お
け
る
運
営
管
理
等
委
託
業
務

二

契
約
期
間

平
成
三
十
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
環
境
文
化
部
循
環
型
社
会
推
進
課
災
害
廃
棄
物
対
策
室

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
協
会

岡
山
市
北
区
津
高
六
二
八

六

－

六

契
約
金
額

一
二
〇
、
八
四
七
、
〇
九
七
円
以
内
（
う
ち
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八
、
九
五
一
、
六
三

七
円
以
内
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め
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〔
八
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
災
害
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
等
の
二
次
仮
置
場
（
水
島
処
分
場
）
に
お
け
る

運
営
管
理
等
委
託
業
務

二

契
約
期
間

平
成
三
十
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
環
境
文
化
部
循
環
型
社
会
推
進
課
災
害
廃
棄
物
対
策
室

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
協
会

岡
山
市
北
区
津
高
六
二
八

六

－

六

契
約
金
額

一
二
九
、
七
一
三
、
六
六
九
円
以
内
（
う
ち
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
九
、
六
〇
八
、
四
二

〇
円
以
内
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め
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〔
八
二
〕
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
て
い
る
二
級
河
川
笹
ヶ
瀬
川
水
系
河
川
整
備
計
画
を
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
に
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日河

川
管
理
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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〔
八
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

－

総
社
市
真
壁
字
八
神
四
〇
四

七
、
四
〇
八

二
、
四
〇
八

一
七
、
四
〇
九

三
、
四
〇
九

四
、
四
一
〇

一
三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

新
見
市
正
田
二
五
（
Ｂ
三
〇
二
）

田
井

智

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
七
九
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
岡
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
の
指
定
を
取

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

施

設

の

名

称

所

在

地

施

設

の

管

理

者

指

定

取

消

年

月

日

岡
山
市
総
合
文
化
体
育
館

岡
山
市
南
区
浦
安
南
町
四
九
三
番
地
二

公
益
財
団
法
人
岡
山
市
公
園
協

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日

会
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
倉
敷
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
の
指
定
を
取

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

施

設

の

名

称

所

在

地

施

設

の

管

理

者

指

定

取

消

年

月

日

倉
敷
市
真
備
人
権
ふ
れ
あ
い
館

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
七
五
三
番
地
六

倉
敷
市
長

平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日

倉
敷
市
真
備
健
康
福
祉
館
ま
び
い
き
い
き
プ
ラ

倉
敷
市
真
備
町
川
辺
二
二
七
一

社
会
福
祉
法
人
倉
敷
市
総
合
福

平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日

ザ

祉
事
業
団
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
津
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
の
指
定
を
取

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

施

設

の

名

称

所

在

地

施

設

の

管

理

者

指

定

取

消

年

月

日

津
山
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

津
山
市
井
口
二
一
番
地
の
一

津
山
市
長

平
成
三
十
年
十
月
一
日
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